
AML/CFT態勢の高度化に関する助言サービス
態勢整備完了期限・FATF第5次相互審査を見据えたAML/CFT態勢の高度化

AML/CFTに関する環境認識と今後の展望

2019年に実施されたFATF第4次対日相互審査のフォローアップにおいて、外為法等の関係法令の整備など、「行動計画」に

基づく対応は着々と進んでいます。そうした中で、2024年3月の金融機関等における態勢整備完了期限が目前に迫っており、

各金融機関においても、金融庁ガイドラインとのギャップ解消にリソースを投入し、AML/CFT態勢の高度化が進められている

ところです。

しかしながら、金融機関の一部には、自らの個別具体的な特性を考慮したリスクの特定・評価が十分に行えていない、あるい

は自らのリスクを踏まえた低減措置に課題を抱えているなど、依然として実効性のあるAML/CFT態勢を構築できていない事例

も見られます。

2028年8月にオンサイト審査の実施が見込まれるFATF第5次対日相互審査では、これまで以上に有効性の評価が重視され

るとともに、リスクの高い領域に焦点が当てられるといわれており、今後、各金融機関は、金融庁ガイドラインに記載された事

項への形式的な対応にとどまらず、より実質的にリスクと向き合い、リスクベースのAML/CFT態勢を構築することが求められてい

くことが考えられます。

対日審査に関する動き

第4次対日審査報告書の公表から5～11年後

2021年8月

第4次対日審査
報告書の公表

2026年8月(想定)

フォローアップ期間の

満了

2024年3月
金融庁が設定した

態勢整備期限

6月

2028年～2029年
第5次対日審査の実施時期(想定)

第4次対日審査のフォローアップ・プロセス

FATFが期待する法令等
整備状況における不備

事項への対応期限
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オンサイト審査は2028年8月、対日審査報告書
採択は2029年2月の見通し

参考：FATF公表資料（Assessments (fatf-gafi.org) ）

https://www.fatf-gafi.org/en/calendars/assessments.html


金融機関に求められるAML/CFT態勢

金融庁ガイドラインが重要視しているリスクベース・アプローチは、金融機関が直面するリスクに応じ、最適な態勢を整備し、

最適な対策を講ずることを求めるものです。

下図で示すとおり、有効なAML/CFT態勢を構築するためには、経営陣の主導的な関与の下、顧客対応部門（第1線）・

管理部門（第2線）・内部監査部門（第3線）の各部門が担う役割・責任を明確化することが重要です。そのうえで、

各部門が担う役割・責任に応じて、リスクの特定・評価やリスクの低減措置等に取り組む必要があります。

金融機関が抱える課題

リスクベース・アプローチのコンセプトそのものは、大部分の金融機関において理解されていますが、具体的なリスクベース・アプ

ローチの実践方法を正しく理解し、実行できている金融機関は決して多くないように見受けられます。

金融庁の公表した「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題（2023年6月）」では、依然として

金融機関におけるリスクの特定・評価、低減、管理態勢について、例えば以下のような課題が指摘されています。
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経営陣

➢主導的に関与して横断的なガバナンスを確立

➢関係する全ての部門の連携・協働を確保

第1の防衛線
(顧客対応部門)

➢ リスク低減措置を実施

第2の防衛線
(管理部門)

➢ リスク管理態勢を整備

➢ リスク低減措置を策定

第3の防衛線
(内部監査部門)

検証・

支援・

連携

検証・

指摘・

提言

規

制

当
局

検査・

監督・

指導

リスクの特定・評価

「商品・サービス」「取引形態」「国・地域」「顧客の属性」等の

リスクを包括的かつ具体的に特定し、客観的に評価

リスクの低減

リスクに応じた顧客管理、取引モニタリング・フィルタリング、

記録の作成・保存、データ管理、疑わしい取引の届出 等

管理態勢の整備

担当役員の任命、人材の確保・育成、方針・手続・計画等の

策定・実施・検証・見直し(PDCA) 等

連

携

管理態勢に関する課題

✓ 経営陣は、マネロン対策等の取組状況の報告を受けているが、積極的な議論や指示は行っていない

✓ マネロン対策等に係る方針・手続・計画等の適切性に関する監査計画がない

✓ 職員の役割に応じた研修を実施しておらず、理解度を確認するなどのフォローアップを行っていない

リスクの低減に関する課題

✓ リスクに応じて提供できない商品や確認すべき事項を定めた顧客受入方針を策定していない

✓ 制裁対象者リストの照合により候補者がヒットした場合の判断手順が具体化されていない

✓ 画一的なシナリオや敷居値を用いた取引モニタリングを行うにとどまる

リスクの特定・評価に関する課題

✓ リスクの特定の範囲が不十分

✓ リスクの特定・評価に関する手順が文書化されていない

✓ 届出済の疑わしい取引に関する分析を行っていない

金融庁が指摘する金融機関の課題（例）



デロイト トーマツグループの助言サービス

デロイト トーマツ グループは、AML/CFT規制に関する深い理解と国内外の金融機関に対するAML/CFTアドバイザリーの豊富な

実績を有しており、それらの知見に基づいた多様な助言サービスを提供しております。

リスクの特定・評価に関する助言サービス

金融機関の多くが年次で更新しているリスク評価書は、リスク低減措置の強度や手法、組織・体制の在り方やリソース配分、

人員の確保・育成など、当該金融機関のAML/CFTに関する取り組みのベースとなるものです。しかし、このリスク評価書が適

切な手法・枠組みで作成されなかった場合、金融機関の直面するリスクが包括的・具体的に評価されず、リスクベース・アプ

ローチによるAML/CFTの取り組みを有効に行うことができません。

デロイト トーマツグループは、国内外の金融機関の実務に関する豊富な知見を駆使し、金融機関の規模・特性に応じた最適

な手法・枠組みでリスクの特定・評価を実施するための助言を行います。
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リスクの低減に関する助言サービス

リスクベース・アプローチによるAML/CFTフレームワークにおいては、特定・評価したリスクをどのように低減するかを、金融機関が

自ら考え、設計し、文書化しなければなりません。各金融機関が整備する規程類は当局検査等においても重視されるもので

すが、規程はあくまで文書化した結果であり、むしろその内容が当該金融機関のリスクプロファイルに沿った有効なリスク低減

措置となっているかが重要です。デロイト トーマツ グループは金融機関の業務サイクル全般において、リスクに応じた低減措置

を設計していくための助言を提供いたします。

管理態勢に関する助言サービス

リスクベース・アプローチによる管理態勢が、その有効性を維持し、さらに進化してゆくためには、AML/CFTに関する方針・手続・

計画等を整備したうえで、組織化された検証機能をAML/CFTガバナンスの構成要素として実装することにより、管理態勢を常

にアップデートするサイクルを備えることが重要となります。

デロイト トーマツ グループは、当局目線や業界水準を十分に踏まえたギャップ分析に関する助言実績のほか、第2線によるテス

ティングや第3線による内部監査など、AML/CFTに係る検証機能に関する助言実績を踏まえて、金融機関の管理態勢の高

度化についてきめ細かく助言します。

【関連サービス】 AML/CFTにおけるアナリティクスを活用した助言サービス

【関連サービス】 AML/CFT関連の内部監査助言・実施サービス

リスク事象の発生､

リスクに応じて設定
した時期の到来

リスクに応じた

取引の諾否・

条件の決定

リスク低減の

サイクル

リスクに応じた

顧客管理(SDD/CDD/EDD)､
取引モニタリング・フィルタリング

謝絶･解約、

疑わしい取引

の届出(出口)

謝絶･解約、

疑わしい取引

の届出(出口)

謝絶･解約、

疑わしい取引

の届出(出口)

....
取引申込

(入口)

ネームスクリーニング

(反社､制裁ﾁｪｯｸ等)

KYC情報収集
(リスクベース)

取引時確認

(法令ベース)

顧客リスク評価

( VH H M L  )
謝絶･解約、

疑わしい取引

の届出(出口)

ギャップ分析の観点

II リスクべース・アプローチ

II-1 リスクべース・アプローチの意義

II-2 リスクの特定・評価・低減

(3)リスクの低減

(ii)顧客管理(カスタマー・デュー・ディリジェンス:CDD)

【Q1】 自らが行ったリスクの特定・評価に基づいて、リスクが高いと思われる顧
客・取引とそれへの対応を類型的・具体的に判断することができるよう、
顧客受入方針（※呼称は問わない。）を規程化しているか。

上記顧客受入方針を、特に第１線の職員に対しても周知徹底している
か。

顧客受入方針又はその下位規程類の中に、自らが行ったリスクの特
定・評価に基づいて、取引不可先、リスクが高いと思われる顧客・取引
及び顧客に求める対応について、類型的・具体的に判断するに足りる
内容が記載されているか。

顧客受入方針又はそれを受けた規程等の中に、謝絶や取引制限をす
る場合の適切な決裁権限等が定められているか。

顧客受入方針は、顧客リスク評価モデル（システム）と整合しているか。

顧客受入方針は、顧客管理方針と一体的に、または整合する形で定め
られているか。

自らの業務内容を踏まえ、業務上関係し得る制裁対象者等（制裁対象
者・国・団体、取引に関係する国・地域の制裁対象者）を適切に排除す
るために必要な制裁リスト等を使用しているか。

取引時に、顧客及びその実質的支配者の氏名を当該制裁リスト等と照
合（ネームスクリーニング）しているか。

取引後も定期的に、既存の顧客及びその実質的支配者、代表者等の
氏名を当該制裁リスト等と照合（ネームスクリーニング）しているか。

国連安保理決議に基づく制裁対象者等に追加・変更があった場合、そ
れに関する外務省告示が発出される前であっても、遅滞なく、自らの制
裁リスト等を更新するとともに、既存の顧客及びその実質的支配者、代
表者等の氏名を、追加・変更のあった制裁対象者等と照合（差分照合）
しているか。

自行/社の事業実態や活動する国・地域などを踏まえ、取引に関係する
者や物品・サービスが国連安保理決議によらない特定の国・地域の独
自の経済制裁に違反しないよう、態勢を整備しているか。

照合の結果、制裁リスト等に該当すると疑われるような場合には、同名
異人か本人かを見極める等の適切かつ慎重な対応をすることになって
いるか（規程上対応方針が明確となっており、その規程が遵守されてい
るか）。

調査の結果、顧客が制裁リスト等に該当すると判断された場合、取引の
遮断を行う等の厳格な顧客管理措置に関する方針・手続が規程等に定
められているか。

以上のような対応を確実に実施するために必要なデータベースやシステ
ム等の整備、人材の確保、資金の手当てを直面しているリスクに応じて
行っているか。

④顧客及びその実質的支配者
の氏名と関係当局による制裁
リスト等とを照合するなど、国
内外の制裁に係る法規制等の
遵守その他リスクに応じて必要
な措置を講ずること

【対応が求められる事項】
①自らが行ったリスクの特定・
評価に基づいて、リスクが高い
と思われる顧客・取引とそれへ
の対応を類型的・具体的に判
断することができるよう、顧客
の受入れに関する方針を定め
ること

金融庁ガイドライン
（本体）

「国内外の制裁に係る法規制等の遵守その

他リスクに応じて必要な措置を講ずるこ

と」について、留意すべき事項を教えてく

ださい。

【A】国内外の制裁に係る法規制等の遵守については、例

えば、国際連合安全保障理事会（以下「国連安保理」とい

います。）決議等で指定される経済制裁対象者について

は、外国為替及び外国貿易法第16条及び第21条等に基づ

き、同決議等を踏まえた外務省告示が発出された場合に、

直ちに該当する経済制裁対象者との取引がないことを確認

し、取引がある場合には資産凍結等の措置を講ずるものと

されています。さらに、国際的な基準等（注）を踏まえる

と、外務省告示の発出前においても、国連安保理決議で経

済制裁対象者が追加されたり、同対象者の情報が変更され

たりした場合には、遅滞なく自らの制裁リストを更新して

顧客等の氏名等と照合するとともに、制裁リストに該当す

る顧客等が認められる場合には、より厳格な顧客管理を行

い、同名異人か本人かを見極めるなどの適切かつ慎重な対

応が必要と考えています。さらに、国連安保理における決

議を経ることなく、特定の国・地域から特定の国・地域に

対して経済制裁が行われることもあり得るため、取引に関

係する者や物品・サービスが特定の国・地域の制裁対象に

関係していないか、慎重な確認が必要となる場合もあるこ

とに留意が必要であるものと考えます。

したがって、このような対応を確実に実施するために必要

なデータベースやシステム等の整備、人材の確保、資金の

手当てを、直面しているリスクに応じて実施していただく

ことが重要であると考えています。

なお、昨今、データ復旧等に身代金を要求するランサム

ウェアの感染被害が報告されています。海外ではランサム

ウェアの身代金がテロ資金等に悪用される可能性もあると

指摘されており、米国においては、金融機関等に向けて、

ランサムウェアの身代金の支払いへの関与には制裁リスク

があるという点について注意喚起の勧告も出されました。

サイバー空間には国境がないことから、このような身代金

の支払いに金融機関等が利用されてはならず、顧客の送金

について、この種のテロ資金供与リスクがあることも留意

する必要があります。

（注）FATFにおいては、テロ資金供与や大量破壊兵器の

【Q1】

（FAQ）

【Q2】

「顧客の受入れに関する方針」の策定が求

められていますが、これは、「顧客の受入

れに関する方針」と題するマニュアル等の

策定を求めるものではなく、リスク評価に

基づく顧客の受入れ方針について社内の何

らかのマニュアル等に定めていれば良いと

いう理解で良いでしょうか。

【A】本ガイドラインⅡ－２（３）（ⅱ）【対応が求めら

れる事項】①については、「顧客の受入れに関する方針」
と題する文書等の作成を機械的に求めるものではなく、当
該金融機関等の顧客受入れ方針と手続を明確に定め、規程
化し、特に第１線の職員に周知徹底していることを求める
趣旨です。
なお、各金融機関等における規程体系については、各金融
機関等において判断すべきものと考えています。

「顧客の受入れに関する方針」には、どの

ような内容が盛り込まれる必要があるので

しょうか。

【A】自らが行ったリスクの特定・評価に基づいて、リス

クが高いと思われる顧客・取引及び顧客に求める対応につ
いて、明確に判断するに足りる内容が記載されている必要
があると考えます。そのほか、謝絶や取引制限をする場合
の適切な決裁権限等といった内容が盛り込まれている必要
があると考えます。

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/financial-services/solutions/bk/aml-cft-using-analytics.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/financial-services/solutions/bk/aml-cft.html
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別個の組織体であり、第三者に関して相互に義務を課しまたは拘束させることはありません。DTTLおよびDTTLの各メンバーファームならびに関係法人は、自らの作為

および不作為についてのみ責任を負い、互いに他のファームまたは関係法人の作為および不作為について責任を負うものではありません。DTTLはクライアントへのサー

ビス提供を行いません。詳細はwww.deloitte.com/jp/aboutをご覧ください。

デロイト アジアパシフィック リミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイトアジアパシフィックリミテッドのメンバーおよびそれらの関係法

人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジアパシフィックにおける100を超える都市（オークランド、バンコク、北京、ベンガルール、ハノイ、香港、ジャカ

ルタ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、ムンバイ、ニューデリー、大阪、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務・法務などに関連する最先端のサービスを、

Fortune Global 500®の約9割の企業や多数のプライベート（非公開）企業を含むクライアントに提供しています。デロイトは、資本市場に対する社会的な信頼を高

め、クライアントの変革と繁栄を促し、より豊かな経済、公正な社会、持続可能な世界の実現に向けて自ら率先して取り組むことを通じて、計測可能で継続性のあ

る成果をもたらすプロフェッショナルの集団です。デロイトは、創設以来175年余りの歴史を有し、150を超える国・地域にわたって活動を展開しています。 “Making an 

impact that matters”をパーパス（存在理由）として標榜するデロイトの45万人超の人材の活動の詳細については、www.deloitte.comをご覧ください。

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、デロイトトウシュトーマツ リミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組織を構成する

メンバーファームおよびそれらの関係法人が本資料をもって専門的な助言やサービスを提供するものではありません。皆様の財務または事業に影響を与えるような意

思決定または行動をされる前に、適切な専門家にご相談ください。本資料における情報の正確性や完全性に関して、いかなる表明、保証または確約（明示・黙

示を問いません）をするものではありません。またDTTL、そのメンバーファーム、関係法人、社員・職員または代理人のいずれも、本資料に依拠した人に関係して直接

または間接に発生したいかなる損失および損害に対して責任を負いません。DTTLならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織

体です。

5

デロイト トーマツグループの強み

デロイト トーマツ グループは、様々な業態の金融機関に対する顧客管理（顧客リスク評価、継続的顧客管理、厳格な顧客

管理を含む）、取引モニタリング・フィルタリング、疑わしい取引の届出など、幅広い領域の助言実績を駆使して、金融機関

のリスク低減の高度化・文書化をきめ細かく助言します。
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※貴社および貴社の関係会社とデロイト トーマツ グループの関係において監査人としての独立性が要求される場合、

本サービス内容がご提供できない可能性があります。 詳細はお問合せください。

保有資格等

デロイト トーマツグループは、専門的

な助言の裏付けを重視しており、

当局出身者や弁護士資格保有者、

CAMS資格保有者などを擁して
おります。

豊富な実績

デロイト トーマツはこれまでに、

様々な業態の金融機関に

AML/CFTに関する助言を提供
してきた実績があります。

それらの助言を提供する中で

蓄積した知見を活用することに

より、実務的な観点での助言

の提供が可能です。

高度な専門性

デロイト トーマツは、AML/CFT に関する法規制、リスクベース・アプローチの実務に関して
高度な専門性を有するメンバーにより構成される専門チームを日本国内に有しております。

IS/BCMSそれぞれの認証範囲はこちらをご覧ください

http://www.bsigroup.com/clientDirectory

mailto:ra_info@tohmatsu.co.jp
https://www2.deloitte.com/jp/ja/services/risk-advisory.html
https://www.deloitte.com/jp
https://www.deloitte.com/jp/about
https://www.deloitte.com/
http://www.bsigroup.com/clientDirectory
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